
 

 

 

 

 

 

令和７年度１０回教育委員会定例会 
 

議事日程及び議案等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年１月１９日（月） 

１５時００分 

 

於：女性第一・第二研修室
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     議事日程     令和８年１月１９日（金）１５時００分   

女性第一・第二研修室 

 

１ 開 会 

２ 会議成立の宣告 

３ 会議録署名者の指名 

４ 会議の公開等について 

５ 議案審査順 

公開予定（案） 

定第７７号議案 代決処分の承認を求める件 

〔鹿児島市教育委員会事務局等の職員の任免について〕 

定第７８号議案 代決処分の承認を求める件 

〔令和７年度鹿児島市一般会計補正予算（第７号）(教育委員会関係分)

に係る議案についての意見申出について〕 

   請願令和７年度第１号 小中学校での学校給食の牛乳を、飲むことによる体調不良（乳

糖不耐、下痢、腹痛など）や特定の食物摂取制限の理由で飲め

ない児童生徒が、医師の診断なしでも停止届などで停止できる

ようにすることを求める請願【継続審議】 

   報告事項(3)   鹿児島市指定文化財の現状変更申請に伴う鹿児島市文化財審議会への

諮問について 

   報告事項(4)   令和８年度鹿児島玉龍中学校入学者選抜について 

   報告事項(5)   第８回「日本ＩＣＴ教育アワード」における鹿児島市の「デジタル大

臣賞受賞」について 

報告事項(6)   第７８回優良公民館文部科学大臣表彰について 

 

  非公開予定（案） 

定第７９号議案 令和７年度鹿児島市教育委員会活動の点検・評価の件 

定第８０号議案 特別職の職員の給与に関する条例等一部改正に係る議案についての意

見に関する件 

   報告事項(1)   桜島学校の教育内容（概要）について 

報告事項(2)   桜島学校校歌及び校章について 

６ その他  

７ 閉 会  
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定第７７号議案 

 

   代決処分の承認を求める件 

 

鹿児島市教育委員会の事務局及び教育機関の職員の任免について、鹿児島市教育委員会事務

委任等規則第４条第１項の規定に基づき、別紙のとおり代決したので、同条第２項の規定によ

り、これを報告し、その承認を求める。 

 

 

   令和８年１月１９日               提 出 

                           鹿児島市教育委員会 

                           教育長 原之園 哲哉 

 

 

 

 

（参  照） 

 

鹿児島市教育委員会事務委任等規則（抜粋） 

（鹿児島市教育委員会教育長に対する委任事務） 

第２条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号。以下「法」

という。）第２５条第１項及び第２項の規定により、教育委員会は、次に掲げる事務、第６

条の事務及び鹿児島市教育委員会事務補助執行規程（平成９年教育委員会訓令第１号。以下

「教育委員会事務補助執行規程」という。）の規定により市長の事務部局の職員に補助執行

させる事務を除き、その権限に属する事務を鹿児島市教育委員会教育長（以下「教育長」と

いう。）に委任する。 

(1)～(3) 略す 

(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の

人事に関すること。 

(5)～(20) 略す 

（代決） 

第４条 教育長は、緊急止むを得ないときは、第２条各号の教育委員会の権限に属する事務を

代行することができる。 

２ 教育長は、前項の規定により教育委員会の権限に属する事務を代行したときは、すみやか

に教育委員会に報告し、その承認を受けなければならない。  
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　　　　　　　　鹿　児　島　市　人　事　異　動 (令和8年1月1日付）

○印は昇任者　

新 旧

【　教　育　委　員　会　】

(　係　長　級　)

総務課付 主査 総務課付　主査（総務課併任） 橋口　慶吾

(　新　規　採　用　)

総務課付（総務課併任） 大山　千尋

氏　　　　名
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定第７８号議案 
 

代決処分の承認を求める件 

 

 令和７年度鹿児島市一般会計補正予算（第７号）中、教育委員会関係分の意見申出について、

鹿児島市教育委員会事務委任等規則第４条第１項の規定に基づき、下記のとおり代決したので、

同条第２項の規定により、これを報告し、その承認を求める。 

 

令和８年１月１９日               提 出 

                           鹿児島市教育委員会 

教育長 原之園 哲哉 

 

 

記 

 

 令和７年度鹿児島市一般会計補正予算（第７号）中、教育委員会関係分に係る議案について

は、同意する。 

 

 

 

 

（参 照） 

 

１ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

 （教育委員会の意見聴取） 

第２９条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に

教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合において

は、教育委員会の意見をきかなければならない。 

 

 ２ 鹿児島市教育委員会事務委任等規則（抜粋） 

 （代決） 

第４条 教育長は、緊急止むを得ないときは、第２条各号の教育委員会の権限に属する事務を

代行することができる。 

２ 教育長は、前項の規定により教育委員会の権限に属する事務を代行したときは、すみやか

に教育委員会に報告し、その承認を受けなければならない。 
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教総 第４４９号 

令和８年１月７日 

 

 鹿児島市教育委員会 

 教育長 原之園 哲哉 殿 

 

鹿児島市長 下鶴 隆央 

（管理部総務課扱い） 

 

 

市議会に提出する議案の作成について（意見聴取） 
 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、下記の議案を作成する

について、貴委員会の意見を求めます。 

 

 

記 

 

 

 ・ 令和７年度鹿児島市一般会計補正予算（教育委員会関係分） 
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教総 第４４９-２号 

令和８年１月７日 

 

鹿児島市長 下鶴 隆央 殿 

 

鹿児島市教育委員会 

教育長 原之園 哲哉 

 

 

市議会に提出する議案の作成について（回答） 
 

 

 令和８年１月７日付け教総第４４９号で当委員会に意見を求められた下記の市議会に提出す

る議案の作成については、貴案のとおり同意します。 

 

 

記 
 

 

・ 令和７年度鹿児島市一般会計補正予算（教育委員会関係分） 
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（単位：千円）

国（県）支出金 地方債 その他

教　育　費 19,556,171 105,269 19,661,440 105,269 0 0 0

保健体育費 2,144,743 105,269 2,250,012 105,269 0 0 0

保健体育指導費 904,728 105,269 1,009,997 105,269 0 0 0

322,413 105,269 427,682 105,269 0 0 0

（単位：千円）

金　　額

国庫支出金 846,776 105,269 952,045

国庫補助金 553,884 105,269 659,153

教育費国庫補助金 553,884 105,269 659,153 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

　　物価高騰に係る学校給食費支援補助金
　補助内示見込みによる

補 正 前

の 予 算 額

補 正

予 算 額
説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

105,269

区　　　分

節
計

保健体育指導費

 款項 目

定第７８号議案　　令和７年度鹿児島市一般会計補正予算（第７号）〔教育委員会関係分〕

 款　項　目　事業 特　　　定　　　財　　　源

　歳入・歳出予算補正

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明
補 正 前
の 予 算 額

補 正
予 算 額 一般財源

補　正　予　算　額　の　財　源　内　訳

計

　【歳出予算】

補助内示見込みによる

　【歳入予算】

物価高騰に係る学校給食費支援
補助金
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物価高騰に係る学校給食費支援補助金 

  

 

１ 概要 

物価高騰の影響を受ける保護者の負担軽減を図るため、市立小・中学校等に対し、給食費相当額の一部を追加的に支援する。 

 

 

■ 学校が保護者から徴収する額      市が学校等に補助する額 

    ※ 市全体に配分された交付金をできるだけ活用できるよう財源確保に努め、追加的に３学期相当分を補助。 

    ※ 対象校は、給食実施の市立小・中学校、玉龍中学校、附属小・中学校。 

 

 

２  補正予算額 １０５，２６９千円              

   国庫補助金   １０５，２６９千円（物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金） 

 

 

３ スケジュール 

令和８年２月 ： 学校への補助金交付 

令和８年３月 ： 弁当を持参する児童生徒等の保護者への補助金交付 

 学校からの実績報告、精算 

 

校種
補助
単価

補助金額A
（1，2学期相当）

補助金額B
（3学期相当）

補助金額C
（＝A＋B)

小学校 40円 196,158千円 63,544千円 259,702千円

中学校 50円 126,255千円 41,725千円 167,980千円

322,413千円 105,269千円 427,682千円計

徴収月額

月 4 5 6 7 9 10 11 12 1 2 3

３学期の物価高騰相当分を追加で補助
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請願令和７年度第１号 

 

   小中学校での学校給食の牛乳を、飲むことによる体調不良（乳糖不耐、下痢、腹痛など）

や特定の食物摂取制限の理由で飲めない児童生徒が、医師の診断なしでも停止届などで停

止できるようにすることを求める請願 

 

鹿児島市与次郎２－７－１８－２０６ 松下薫から鹿児島市教育委員会会議規則第４１条の

規定に基づき別紙のとおり請願書が提出されたので、同規則第４３条の規定に基づきその採否

を諮る。 

 

   令和８年１月１９日               提 出 

                           鹿児島市教育委員会 

                           教育長 原之園 哲哉 

 

                     

 

 

（参  照） 

 

鹿児島市教育委員会会議規則（抜粋） 

第８章 請願 

第４１条 委員会に請願しようとする者は、請願書を、教育長に提出しなければならない。 

第４２条 請願書には、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び職業年令を記し、各自の

署名捺印を必要とする。 

2 団体の請願は、その代表者が署名捺印するとともに、団体の印をおさなければならない。 

第４３条 請願書が提出されたときは、教育長は、委員会の会議に付してその採否を議決しな

ければならない。 

第４４条 前条により採択した請願は、次の会議の議事日程にこれを加えなければならない。 

2 前条により採択しないと決したものは、理由を付して教育長を通じて、請願人に通知しなけ

ればならない。 
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鹿児島市指定文化財の現状変更申請に伴う鹿児島市文化財審議会への諮問について 

 

１ 目的 

  鹿児島市長から、鹿児島市指定名勝「慈眼寺跡」の説明板設置に当たり、提出された現状

変更申請について、鹿児島市文化財審議会に諮問し、答申を受けるものである。 

 

２ 根拠法令 

（１）文化財保護法 

    第３条   （政府及び地方公共団体の任務） 

    第１８２条第２項 （地方公共団体の事務） 

（２）鹿児島市文化財保護条例 

    第１条   （目的）  

       第８条   （現状変更等の制限） 

    第１５条  （審議会の所掌事務） 

 

３ 現状変更する鹿児島市指定文化財 

（１）指 定 名 称         記念物（名勝）「慈眼寺跡」 
①指 定 番 号       第１０号 
②指定年月日    昭和４９年８月２３日  
③所在の場所  鹿児島市下福元町３８１０（慈眼寺公園） 
④所 有 者    鹿児島市 
⑤管理責任者  鹿児島市（公園緑化課） 
⑥概   要  慈眼寺は薩摩の三寺の一つであり、廃仏毀釈によって壊されたものの、

寺跡には、石橋や磨崖碑、各種の石造、和尚の墓等が残っている。また

この地域は樹木に覆われた谷合で、仙境として昔からよく知られた名勝

であり、渓谷は長い年月の流水の侵食によって、独特の渓谷美をつくり

出している。 

 

４ 今後の日程 

（１）市文化財審議会への諮問・答申 

令和７年度第２回文化財審議会（２月３日開催） 

（２）教育委員会での許可すべき旨の議決 

令和７年度第１１回定例会（２月６日開催） 

 

 

 

 

 

報告事項（３） 
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参考（慈眼寺跡） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市指定名勝「慈眼寺跡」は、桜島・錦江

湾ジオパークのジオサイトにもなってお

り、ジオサイトの見どころやストーリー

を伝えるための説明板を新たに設置する

ものである。 

説明板の大きさは高さ６０ｃｍ、幅４

４ｃｍ程度の建柱式とし、コンクリート

又はモルタル充填とする。 

当該地が名勝の指定地内であることを

ふまえ、説明板の枠等は、景観に配慮した

【設置場所】 

【設置のイメージ】 

18



(参照) 

 

文化財保護法（抜粋） 

 

 （政府及び地方公共団体） 

第３条 政府及び地方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くこ

とのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、

その保存が適切に行われるように、周到の注意をもってこの法律の趣旨の徹底に努めなければ

ならない。 

 （地方公共団体の事務） 

第１８２条 

２ 地方公共団体は、条例の定めるところにより、重要文化財、重要無形文化財、重要有形民

俗文化財、重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物以外の文化財で当該地方公共団体の区

域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な措置を講ずる

ことができる。 

 

 

鹿児島市文化財保護条例（抜粋） 

 

（目的） 

第１条 この条例は、文化財保護法（昭和25年法律第214号。以下「法」という。）第182条第

２項の規定に基づき、鹿児島市の区域内に存する文化財の保存及び活用のため必要な措

置を講じ、もって市民の文化的向上に資することを目的とする。 

（現状変更等の制限） 

第８条 指定文化財等の現状を変更し、又はその保持に影響を及ぼす行為をしようとするとき

は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の

措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為につい

ては影響の軽微である場合は、この限りでない。 

（審議会の所掌事務） 

第１５条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議し、

その結果を答申し、並びに文化財の保存及び活用に関する重要事項について建議する。 

(1) 指定文化財の指定及びその指定の解除に関すること 

(2) 指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除に関すること。 

(3) 指定有形文化財等の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可に関すること。 

(4) 指定有形文化財及び指定史跡名勝天然記念物の環境保全のための制限若しくは

禁止又は必要な施設の指示に関すること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、文化財の保存及び活用に関し重要と認めること。 
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令和８年度鹿児島玉龍中学校入学者選抜について 
 

 

１ 選抜検査日  令和８年１月１７日（土） 

【追加の選抜】 

令和８年１月２４日（土） 

 

２ 検 査 会 場  鹿児島玉龍中学校・高等学校 

【追加の選抜】 

鹿児島玉龍中学校・高等学校(育龍館) 

 

３ 当日の日程   ８：５０ ～  ９：１０（２０分） 日程説明等 

          ９：４０ ～ １０：２５（４５分） 適性検査Ⅰ 

         １０：４５ ～ １１：３０（４５分） 適性検査Ⅱ 

         １２：４５ ～ １５：００      集団面接 

 

４ 出 願 者 数  ３５１人 

年  度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

出願者数 462 293 332 321 401 351（-50） 

出願倍率 3.85 2.44 2.77 2.68 3.34 2.93 

 

５ 選 抜 方 法 

入学者選抜委員会を構成し、適性検査Ⅰ・Ⅱ及び面接の結果並びに調査書その他必要

な書類を資料として、受検者の適性を総合的に判断し、公正かつ適正に選抜を行う。 

前回から、受検機会を公平に保つため追加の選抜を導入した。 

 

６ 合 格 者 数  １２０人 

 

７ 結 果 発 表 

・ 選抜結果を本人宛の簡易書留にて、１月２２日（木）以降に郵送する。 

 ・ 追加の選抜の選抜結果については、１月２６日（月）以降に郵送する。 

 

８ 日 程  追加の選抜   １月２４日（土） 

         入学者への説明 ２月２１日（土）～２７日（金）（オン・デマンド） 

         入学式      ４月 ８日（水）（中・高合同） 
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第８回「日本ＩＣＴ教育アワード」における鹿児島市のデジタル大臣賞 

受賞について 

 

 

１ 表彰の趣旨 

  全国的にＧＩＧＡスクール構想が推進されている中、首長や教育長が積極的

に教育ＩＣＴ環境整備に取組み、地域創生や学校活性化につながる優れた事例

を顕彰するとともに、その事例を広く全国に周知し、教育ＤＸをさらに推進す

る。 

〇 主 催 全国ＩＣＴ教育首長協議会  

〇 後 援 文部科学省 総務省 経済産業省 デジタル庁  

 

２ 表彰理由 

 児童生徒が自らの学習課題に応じた効果的な学習方略を選択できるよう、デ

ジタル学習基盤の整備に努めている。また、教育データを活用し、学習進捗を

把握して個別支援やフィードバックを充実させるとともに、オンライン「放課

後 20 分研修」を定期配信し、オンデマンド視聴も可能にするなど、主体的学び

をデザインできる環境を構築している。 

 

３ 表彰式 

 ⑴ 日 時 令和８年２月３日（火）10:00～17:00  

⑵ 場 所 東京都立産業貿易センター 浜松町館 

⑶ 出席者 市長、教育長  

 

【参考】 

〇 表彰理由における鹿児島市の具体的な取組 

・デジタルドリルや学習動画など多様なデジタルコンテンツの整備 

・教育データを活用した個別支援、フィードバック、アシストログの活用 

・学習計画作成を支援するデジタルツールの導入 

・オンラインによる「放課後２０分研修」の定期的実施とオンデマンド視聴 
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第７８回 優良公民館 文部科学大臣表彰について 

 

１ 被表彰公民館 

 鹿児島市松元公民館  （館長：有村 真由美） 

 「優秀館」受賞（全国被表彰公民館６０館のうち「優秀館」受賞は５館） 

 

２ 表彰の趣旨 

公民館等の施設のうち、特に事業内容・方法等において工夫をこらし、地域 

住民の学習活動に大きく貢献しているものを優良公民館として文部科学大臣が 

表彰し、今後の公民館活動の充実・振興に資する。 

 

３ 表彰理由 

 ⑴ 託児室の整備や託児付きの講座を拡充するなど子育て世代が利用しやすい

運営の工夫 

 ⑵ 不登校児童生徒の保護者が悩みを共有できる場の定期的な設定 

 ⑶ 公民館自主学習グループによる地域貢献活動の実施とともに地域の要望を

基にした活動の場の設定 

 

４ 表彰式 

⑴ 日 時：令和８年２月６日(金) 10:30～11:00 

⑵ 場 所：文部科学省東館 ３階 第一講堂 

 

 

【参考】 

 〇 受賞状況 

   令和６年度：城西公民館 

令和５年度：東桜島公民館 

    

 〇 松元公民館の利用状況 

   令和４年度 ３８,３７６人 

   令和５年度 ４６,３１１人 

   令和６年度 ５３,９６０人 
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